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吹田市地域障害児支援体制充実のためのＩＣＴ化推進事業補助金交付要

領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、障害児支援分野におけるＩＣＴの活用により、障害児支援現場

における業務の効率化及び職員の業務負担の軽減を推進しながら、安全・安心な障

害児支援体制の充実を図ることを目的として、障害児通所支援事業者に対し、予算

の範囲内において、地域障害児支援体制充実のためのＩＣＴ化推進事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、吹田市内に所在する

障害児通所支援事業所を、補助金の交付申請時において運営する者とする。ただし、

過去に同様のＩＣＴ導入支援補助金（令和７年度の吹田市地域障害児支援体制充実

のためのＩＣＴ化推進事業補助金等）による補助又はサービス等生産性向上ＩＴ導

入支援事業、障害福祉分野のロボット等導入支援事業等の本事業と同趣旨の事業に

よる補助を受けてＩＣＴ機器を導入したことがある者は、補助対象者としない。 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、業務の効率化及

び職員の業務負担の軽減を推進するため、障害児通所支援事業所に次に掲げるＩＣ

Ｔ機器を導入する事業とする。 

⑴ 情報端末（タブレット端末、スマートフォン等のハードウェア及びインカムと

する。） 

⑵ ソフトウェア（開発の際の開発基盤のみは、対象外とする。） 

⑶ 通信環境機器等（Wi-Fiルーター等とする。） 

２ 前項第１号の情報端末は、障害児支援等の提供に関する記録の入力が支援提供場

所等で完結し、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の

情報共有や職員の移動負担を軽減し、効率的なコミュニケーションを図るためのイ

ンカム等のＩＣＴ技術を活用したものを対象とする。 

３ 第１項第２号のソフトウェアは、次の各号のいずれかに該当する製品（研究開発品

ではなく、企業が保証する商用の製品に限る。）を対象とする。 

⑴ 事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務（事

業所内外の情報連携業務を含む。）及び請求業務を一気通貫（転記等の業務が発生

しないことをいう。次号において同じ。）で行うことが可能となっているもの 

⑵ バックオフィス業務（業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給

与、ホームページ作成等の業務）のためのソフトウェアであって、一気通貫の環

境が実現できるもの 

４ 第１項第３号の通信環境機器等は、同項第１号の情報端末及び同項第２号のソフ

トウェアの導入に必要なものに限り対象とする。 
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（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、前条第１項第１号から第３号までに掲げるＩＣＴ機器の導

入に要する費用及び当該ＩＣＴ機器の保守等（保守・サポート、クラウドサービス、

導入設定、導入研修、セキュリティ対策等をいう。）に要する費用の当該年度中の合

計額とする。ただし、インターネット回線使用料等の通信費その他補助対象事業の

目的及び趣旨から逸脱する費用は、補助対象経費としない。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、適正かつ経済的な補助金の執行のため、補

助対象事を実施するに当たっては、あらかじめ、複数の事業者から補助対象経費の

見積書を徴し、原則として、最低価格を提示した事業者を選定しなければならない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の支出額から寄附金その他の収入の額を控除し

た額又は100万円のいずれか少ない額に４分の３を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生ずるときは、その端数を

切り捨てるものとする。 

（事前協議） 

第６条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、市が開催するＩＣＴ

導入に伴う研修会に参加しなければならない。 

２ 前項の研修会に参加した補助対象者は、補助対象事業を実施する前に、次に掲げ

る書類を提出し、その実施内容について市長と協議しなければならない。 

⑴ 事前協議申出書（様式第１号） 

⑵ 補助対象事業に関する計画を記載した書類 

⑶ 補助対象経費の見積書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の協議が調ったときは、事前協議申出書の写しにその旨を記載して、

補助対象者に交付する。 

（交付の申請） 

第７条 前条第３項の規定による文書の交付を受けた補助対象者は、補助対象事業の

実施後市長が指定する期日までに、補助金交付申請書（様式第２号）を市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 補助対象経費の支払を証する書類 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、補助金

を交付すべきものと認めるときは補助金交付決定通知書（様式第３号）により、補

助金を交付すべきでないと認めるときは補助金交付申請却下通知書により当該申請

をした者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的

を達成するため必要があると認めるときは、交付の決定について条件を付すること
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ができる。 

（交付の請求） 

第９条 前条の規定による通知を受けた者は、市長が指定する期日までに、補助金交

付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（交付） 

第１０条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事業

の実施の効果について検証し、市長が指定する期日までに、補助対象事業に係る実

績報告書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとした

とき。 

⑵ 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

⑶ 第１５条又は第１６条後段の規定に違反したとき。 

⑷ その他この要領に違反したとき。 

２ 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に

関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものと

する。 

（財産処分の制限等） 

第１３条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産につ

いては、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理をする

とともに、その効率的な運営を図るものとする。 

２ 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価３０万円以

上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規定に

基づき、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成

２０年厚生労働省告示第３８４号）で定める期間を経過するまで、市長の承認を受

けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担

保に供し、又は廃棄してはならない。 

３ 補助事業者が前項の期間を経過する前に市長の承認を受けて財産を処分すること

により収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがで

きる。 

（消費税等に係る仕入控除税額の報告） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税（以下「消費
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税等」という。）の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定

したときは、補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書（様式第６号）により、速

やかに市長に報告するものとする。 

２ 補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社又は一支所等であっ

て、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税等の申告を行っ

ているときは、前項の報告は、本部、本社又は本所等の課税売上割合等の申告内容

に基づくものとする。 

３ 前２項の報告により、補助事業者が補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなけれ

ばならない。 

（帳簿の整備等） 

第１５条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を

補助対象事業完了後１０年間保管しなければならない。ただし、補助対象事業によ

り取得し、又は効用の増加した単価３０万円以上の財産がある場合は、上記の期間

を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は第１３条第２項に定める期間を経

過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（報告の徴収等） 

第１６条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象事業の

実施状況について報告を求め、又は職員に補助対象事業の実施状況について調査若

しくは質問をさせることができる。この場合において、補助事業者は、正当な理由

がない限り、これらを拒んではならない。 

（委任） 

第１７条 この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、児童部

長が定める。 

 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年５月２２日決裁） 

 改正後の要領は、決裁の日から施行し、令和８年４月１日以後に実施した事業につ

いて適用する。 

 


